
理

由

特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
を
実
施
す
る
た
め
、
都
市
基
盤
整
備
公
団
を
解
散
し
、

地
域
振
興
整
備
公
団
の
地
方
都
市
開
発
整
備
業
務
部
門
と
統
合
し
て
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
を
設
立
す
る
こ
と
と
し

、
そ
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で

あ
る
。


